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【設例Ⅰ】使⽤収益させる義務 

(1) 賃貸⼈ A は，賃借⼈ B との間で，A 所有のマンションの⼀室を⽉々10 万円で賃貸する

契約を締結した。ある⽇，勢⼒の強い台⾵が接近し，⽊端などを巻き込んだ⾵が吹きつ

けたことによって，B が⼊居している部屋の窓ガラスに⻲裂が⼊ってしまった。B は，

そのままにしておくと危険であると考え，修理業者に依頼して窓ガラスの修理を⾏った。

B は，修理に要した費⽤を⽀払うよう A に対して求めることができるだろうか。 

［構造 2］ 

(2) B は，A 所有のビルの 1 階部分の賃貸借契約を A との間で締結し，そこで税理⼠事務所

を営んでいた。事務所の経営は好調であり，B は相談スペースを増やすため，A の許可

を得たうえで防⾳機能のある間仕切り壁を⾃らの費⽤で設置した。その後，契約期間が

終了した際，B は，間仕切り壁の設置に要した費⽤を⽀払うよう A に対して求めること

ができるだろうか。 

［構造 3］ 

 

【設例Ⅱ】賃貸⼈の妨害排除義務 

 A と B は，A 所有の⼟地（甲）の賃貸借契約を締結した。B は，週末のみ甲を訪れ，菜園

を作るなどして利⽤していた。その後，仕事が多忙となり，甲を訪れることができない⽇々

が続いた。B が 1 年半ぶりに甲を訪れたところ，⾒覚えのないトラクターや農機具などが置

かれており，近所に住む C が勝⼿に甲を使⽤していることが判明した。このとき，B は，

誰に対してどのような主張ができるだろうか。 

［展開 2］ 
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【図】賃貸⼈と賃借⼈の義務  ［構造］ 

 
 

A B賃貸借契約

賃貸⼈ 賃借⼈

賃貸借

賃料⽀払義務

使⽤収益させる義務


